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【介護保険制度の現状】

介護保険制度の施行状況

○　施行3年半でサービスの利用者が急増。

【被保険者数と要介護認定者数の推移】

H 12年 4月末 H 15年 10月末

第 1号被保険者数 2， 165万人 2， 420万人 （12％増）

要介護認定者数 218万人 371万人 （70％増）

【利用者数の推移】

H12年4月サービス分　　H15年8月サービス分

○　利用者の増加に伴って、総費用、保険給付額も急増。

→　給付費は年10％を超える伸びで増大

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

（実績） （実績） （実続） （補正後） （予算案）

総　 費　 用 3．6兆円 4．6兆円 5．2兆円 5．7兆円 6．1兆 円

保険給付費 3．2兆円 4．1兆円 4．7兆円 5．1兆円 5．5兆 円

（対前年度増加率） （15．3％） （14．1％）

【第1号被保険者の保険料】

（第1期：2000年度～2002年度）　　（第2期：2003年度～2005年度）

平均2，911円／月　　→　平均3，293円／月　（＋13．1％の上昇）
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介護保険制度に対する評価

《「介護保険制度を評価しているかJとの聞いに対する回答》

（読売新聞世論調査　2003年9月11日朝刊）
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社会保障審議会介護保険部会における検討

○　介護保険制度については、法律の附則で、施行後5年（平成17年4月）

を目途として制度の全般に関して検討を加え、その結果に基づき必要な見

直し等を行うこととされている。

○　見直しの検討に当たっては、社会保障審議会に介護保険部会を設置し、

介護保険制度に関する課題及びその対応策等について議論を行っている。

（介護保険部会の開催状況）

平成15年

5月27日（第1回）

7月　7日（第2回）

7月28日（第3回）

9月12日（第4回）

10月27日（第5回）

11月20日（第6回）

12月22日（第7回）

（今後の予定）

1月～3月

（4月～6月

介護保険部会の議事運営について

運営状況の検証の議論（保険給付、サービス利用の状況）

運営状況の検証の議論（市町村の保険財政、保険料の状況）

運営状況の検証の議論（保険給付、要介護認定の状況）

これまでの議論の整理、今後の進め方について

保険者の在り方

給付の在り方（痴呆性高齢者ケア等）

給付の在り方

（給付水準、軽度要介護者、在宅と施設等）

各論点に沿って引き続き順次検討

議論の取りまとめを目指し審議）

■　t■　●■　一　■　■　▲■■　■■　■■　－　■　－　■　－・■　－・－　－　一　一　■■■　■■■　一　一　－　■■　■－　■■　■■　■　‾　‾　‾　‾　■‾　‾

l

：○介護保険法附則第2条（検討）
l

介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを：
I

：提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情：
l‾■‾■’’■　　　　‥　一　‾　　　■‾’■　‾’　‥　－　■’■■’▼　　　■　　‾　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

t

；勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　．　、　．．＿‥　　＿　．＿　．．1

：村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者畢び保険給付を受けられる巻こ
Il

：旦堅塁、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金（その納付に充てるため医：
l－　‾　　　▼‾‾‾▼▼‾■‾‾’‾‾‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

：療保険各法の規定により徴収する保険料又は掛金を含む。）の負担の在旦互を含め、こ：
】▼‾▼‾‾■’▼　－　－‾’‾‾　‾　‾　‾▼▼▼　，　‾　　‾　　‾　「‾‾　‾　　‾　　　　▼　‾　‾‾　‾　‾　‾　　　　　‾　‾　　　　　‾　‾　　　　■　　　　‾■　‾　　　‾■　　　　　　■　■‾■‾　　　　　　　　　　　　l

：の法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられその結果に基づ；
l

ll

：き、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。　　　　　　　　　　　　：
l＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　●　＿　＿　＿　＿　＿　＿．＿　＿　＿　＿　－　一＿　－．一　＿　＿　■　●■　一　■　■　■　－　■　－　－　－　－　■　■－　－　－　－　－　－　－　－　一　一　－　■■　－　－　－　－　一　－　一　一　－　－　－　－　－　－　－　－　一　t　一－I
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【痴呆ケア】

痴呆性高齢者の現状と将来推計

0　要介護（要支援）認定者のおよそ2人に1人は、何らかの介護■支援を
必要とする痴呆性高齢者。
○　痴呆性高齢者は、今後さらに増加する見込み。

痴呆性高齢者数（要介護・要支援認定者）の現状
単位　万人

要介護

（要支援）

認定者

認　 定　 申　 請　 時　 の　 所　 在 （再掲）

居　 宅 特別養護 老人保健 介護療養型 その他の

老人ホーム 施　　 設 医療施設 施　　 設

総数 3 14 2 10 32 25 12 34

うち痴呆性老人

自立度Ⅱ以上

149 73 27 20 10 19

うち痴呆性老人 79 28 20 13 8 11

自立度Ⅲ以上 （25） （15） （4） （4） （1） （2）

（注）1）2002（軸14）年9月末についての推計（端数処理のため合計が合わない箇所あり）。数

字は1号被保険者のうち要介護（要支援）認定を受けた者に係るもの。

2）「その他の施設」は、ここでは、医療機関（療養病床（医療保険適用）、一般病床及び精神

病床等）、グループホーム、ケアハウス等。

3）カッコ内は、運動能力の低下していない痴呆性高齢者の再掲（痴呆性老人自立度が「Ⅲ」、

「Ⅳ」又は「M」かつ、障害老人自立度が「自立」、「J」又は「A」）。

痴呆性高齢者数（要介準・要支援認定者）の将来推計
単位　万人

西　 暦 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

痴呆性老人自立度

Ⅱ以上

149 169 208 250 289 323 353 376 385 378

（6．3） （6．7） （7．2） （7．6） （8．4） （9．3） （10．2） （10．7） （10．6） （10．4）

参考 ニ

痴呆性老人自立度

Ⅲ以上

79 90 111 135 157 176 192 205 212 208

（3．4） （3．6） （3．9） （4．1） （4．5） （5．1） （5．5） （5．8） （5．8） （5．7）

（注）1）数字は第1号被保険者のうち要介護（要支援）認定を受けた者に係るもの。
カツコ内は65歳以上人口比（％）。

2）2002（軌4）年9月未について推計した「要介護（要支援）認定者における痴呆性高

齢者」と「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）」から算出したもの（治療や介護に

関する技術の発達など政策的な要素は織り込まれていない）。
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高齢者ケアを取り巻く近年の動向

わが国の動き

1987年　寝たきり老人ゼロ作戦等普及啓発推進事業

都道府県に「寝たきりゼロ推進本部」の設置

老人寝たきり予防のための保健事業等

1990年　ゴールドプラン

（高齢者保健福祉推進十カ年戦略、在宅福祉推進十カ年事業、

ねたきり老人ゼロ作戦、施設対策推進十カ年事業、長寿科学

研究推進十カ年事業等）

1990年代　ゴールドプランに沿った計画的なサービスの基盤整備の推進

1994年　高齢者介護・自立支援システム研究会報告
（高齢者介護において「自立支援」の考え方を提示）

1995年　新ゴールドプラン（ゴールドプランの全面的見直し）

1996年　介護保険法案提出

1997年　グループホーム運営費の制度化

1997年　介護保険法成立

※98年　抑制廃止福岡宣言（以降、熊本等で宣言）

1999年　身体拘束禁止を明示（運営基準の制定）

2000年　介護保険法施行
（身休拘束禁止、自己評価等を規定した運営基準の施行）

ゴールドプラン21（2005年3月未まで）

2002年　小規模生活単位型特養ホーム（全室個室・ユニットケア）の制度化

痴呆性高齢者グループホームヘの外部評価義務づけ

2003年　要介護認定の改定（痴呆状態の評価）

高齢者介護研究会報告

（痴呆ケア等尊厳を支えるケアの確立への提言）

ー5－

外国の動き

1985年（スウェーデン）

グループホームの整備開始

1992年（スウェーデン）

エーデル改革

1995年（ドイッ）

介護保険法施行（施設）

1996年（ドイツ）

介護保険法全面施行（在宅）

2002年（ドイツ）

介護の質保障法、ホーム法、

介護給付補完法（痴呆対応）

の施行



痴呆性高齢者の特徴に応じた望ましいサービスのあり方

○　高齢者のそれまでの生活や個性を尊重しながら、生活そのものをケアとして組み立

てていくグループホーム的ケアのアプローチ（住み慣れた地域、なじみの人間関係、

小規模な居住空間、家庭的なしつらえ・暮らし方、それらの環境条件を活かした個別

ケア）は、痴呆性高齢者はもとより、これからの高齢者の地域ケア全般に通じるもの

として、発展させていくことが必要である。

高齢者介護研究会報告書を基に作成
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アルツハイマー病の段階別にみた痴呆の特徴と痴呆の人自身が語る説明

■　t　■■　■－　－　■　■　■　■　■　■■　－　■　－　－　●　－　－　■－　－　■－　－　■　－　■　一　■　－　－　■→　－　－　一一　一　－　－　●－　－　一　－　■－　－　－　－・－　－　－　－　－　－　－　－　－－　－　－－　－一　一　一　一－　－　一－　－　－　－　■－　一　－　－　－　－　－　－　－　●　■■■－　－　■■■－　■■■－　－l■　■　●

ll

：○　下表は、正常な人の視点から記述された段階別アルッハイマー病の特徴；

…真顔認宣雪讐驚己言じ吉富ご指品1忘怒獣驚からみると、宴
■＿＿＿＿＿＿＿＿●●＿＿＿＿＿●●●●●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿－＿－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－一一l

＜第一段階一軽度＞

正常な人の視点からみた
アルッハイマー病者の特徴
（豪ニューサウスウェールズ州アルツ

ハイマー病協会の『手引き』より）

痴呆の人自身の視点からみた説明
（クリスティーン・ボーデンさん他）
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を働かさねばならな

0　何か新し
敵
な
し
‥
古

い
ぇ
け
ま
細
い

詑
竺
託

ても
煩わ

記
学
に

く

物
憶
ん
つか

j
て
れ
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引
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や
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と
っ
と
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こ
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の
起
な
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は

の
で
何
で

り
ら
、
の

わ
か
ず
る

ま
る
き
す
監

ヽ
■
L
＿
　
　
　
■
　
■
　
■
ヽ
．
．

軌
個
ほ
ぃ
…
軋
沌
や
㍗
は■l

鵠
豊
扁
踊

て
博
で
射

し
に
よ
カる

ま
や
り
．
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懸
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．
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鶴
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して
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一
さ

し、

決
考
す

の
の
定

つ
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決

ない。とこ
ておく場所

してつ

の
ら
ね
を
で

心
れ
れ
え
の

、
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考
る

は
、
な
は
い

に
ち
が
に
て

め
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と
ち
っ

た
に
こ
た
な

る
時
う
私
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す
同
い
、
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を
を
と
が
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断
え
る
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が

が簡単にはできないのだ。

同じように、私た
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．
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＋
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頼
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＋
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＋
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＜第二段階一中度＞

正常な人の視点からみた
アルッハイマー病者の特徴
（豪ニューサウスウェールズ州アルツ

ハイマー病協会の『手引き』より）

痴呆の人自身の視点からみた説明
（クリスティーン・ボーデンさん他）

○　仕事には援助と監督が必
要

○　最近の出来事をとても忘
れやすい…‥遠い過去の

カ
舌
細
混
い
、
、
な

州
別
比

よ
れ
も

に
訟

概
忘
す

は
は
り

憶
点
た

記
い
し

○　時と場所、一日のうちの
時間について混乱する‥‥
夜に買い物に出かけるかも
しれない

○　よく知らない環境では、
すぐに途方にくれてしまう

○　私たちはすぐに混乱してしまい、今まで
よく知っていたものでも、思い出せないこ
とがしばしばある。

一　■　■　●　t■　■　■l■　■　■　■■　－　－　■　■■　■　■　■　■■　■　－　■　－　■　一　・■　■　■　■　－・■■■－　●　●－　●　■■　●　－　－　－　－　■－　－　■■　■■　一　－　■■　■■　●■●　■■

○　新しい記憶を覚えておくことは如しいが、
古い記憶はまだかなり残っており、自分の
まわりのさまざまなことをきっかけにして、

凝
革

員
l
l出
帆
軋
灘
…

過去の記憶を生活に呼び起こ
る。こういう過去のこ
のことを話すよりずっ

話
で
を
楽
と
と

っていることを理解するのは

す
す
、

■　川

」

刑
部
り
八
州
＋

てと

○　私は、今日が何年、何月、何曜
ために、一日に何回も日

一

　

　

　

一

　

．

。

　

l

t

l

　

－

す
は
こ
も
た
が
く
‖

出
前
な
か
つ
所
お
‥

い
以
う
し
だ
場
て
…

、自分の考えの背景と

統
帥
離
隷
囁

脚拙脚皿紬

■

　

　

■

　

　

■

■

詣
軋
詣
…

す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＿

べ
で
な
い
…
な
ま
打
て
を
に
振
達

は
す
今
く
ま
‖
■

1

－

と
、
0
な
に
川

ら
う
た
い
事
れ
、
ぐ

知
、
来
つ
来
そ
と
ど

く
て
ら
に
出
　
0
時
ひ

よ
っ
か
所
の
だ
る
が

ま
道
場
連
ら
い
て

○

な
も
っ
を
ら

記
っ
の
て
保
を

思
。
よ
　
0
と
く
め

を
る
る
た
こ
お
留

か
見
い
っ
た
て
に

日
を
て
だ
い
つ
心

し
の
る
一
か
で
べ

て
ど
い
、
い
ん
す

え
が
の
は
な
進
、

た
分
分
に
ら
に
は

ろ
自
白
め
な
前
で

う
。
、
た
ば
か
と

は
い
な
つ
れ
の
時

私
な
う
も
け
も
る

鮒
酢
難
紺
㈲

い
く
か
の
覚
、
り
つ

クリスティーン・ボーデン著

「私は誰になっていくの？　－アルツハイマー病青からみた世界一」より引用

※　クリスティーン・ボーデン（クリスティーン・プライデン）氏

1995年に46歳でアルツハイマー病の診断を受け、翌年、首相・内閣府第一次官補を最後に
オqストラリア政府を退職。診断前後の自らの経験をまとめて、1998年に「Whowi11bewhenIdie？
（私は誰になっていくの？）」を出版する。1998年に再婚、クリスティーン・プライデンとなる。

現在、国際痴呆症支援ネットワーク、オーストラリアアルツハイマー病国家プログラム運営委員
会のメンバーとして活躍。
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【介護予防】

要支援者・軽度の要介護者の増加

2000年 4月未 2003年 10月未

要介護認定者数 218万人 371万人 （70％増）

要支援＋要介護 1 84万人 174万人（106％増）

（単位：千人）
（要介護度別記走者数の推移） 2000年4月末からの増加率

計 T O ％

5 5 4 ％

4 3 5％

さ 4 7％

2 5 5％

●く・：や：．ヽソ．・．：t：・：ウニくくく・ン：；‡；幣三闇
†十†十：ギ

i‡…‡iン■．・‥；○；‡：章；…ミ

ぺ・．・・：・．リ．t′．十：t・：・：・ヽ∴・： ぺ・く ハ●・●・ヽヽ●∴t・‾章・こ・〉一・：・：・〉．・：tこ｝：．：．：．：：：．・．阜．L．・沖｝：常．・：阜）〉：二・こ・

畑降月末瓢1年明未aX拉申鯛乗出斡月末aX沼年1q月末（出典：介護保険事
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（要介護度別記走者数の構成割合）

業状況報告）

2000年4月末　2001年4月末　2002年4月未　2008年4月未　2。03年10月末

日章支援　口要介護1日要介護2四要介護3　m葉介護4日要介護5

（出典：介護保険事業状況報告）
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【介護予防】

要支援者・軽度の要介護者の増加

2000年 4月未 2003年 10月未

要介護認定者数 218万人 371万人 （70％増）

要支援＋要介護 1 84万人 174万人（106％増）

（単位：千人）
（要介護度別認定者数の推移） 2000年4月末からの増加率
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（要介護度別認定者数の構成割合）

業状況報告）

2000年4月末　2001年4月末　2002年4月未　2003年4月未　2003年10月末

□要支援　口裏介護1巳要介護2ロ要介護3【Ⅲ要介諌4取要介護5

（出典：介護保険事業状況報告）

－9－



介護予防の在り方に関する調査研究事例①

介護サービスの有効性評価に関する調査研究

（日本医師会総合政策研究機構・島根県健康福祉部高齢者福祉課）

○　島根県内の一部地域の12，479名（累計）の平成12年10月～14年10月までの

要介護認定に関して解析。

0　平成12年度に要支援であった者のうち、約6割の要介護度が悪化。要介護1も

含めた軽度の要介護者で、要介護度が比較的悪化しやすくなっていた。（全体では

改善10．8％、悪化39．9％）

○　寝たきり度（障害老人の日常生活自立度）の経時変化を見ると、平成12年でラ

ンクAのうち、約3割の者が2年後にはランクB，C（寝たきり状態）になって

いた。また、痴呆度（痴呆老人の日常生活自立度）の経時変化を見ると、比較的

軽度な者が悪化しやすいという傾向が伺えた。

要介護度の変化の状況（継続認定者：5，654人）

Ⅱ14　 要 介 護 度

横 計要 支 援 i 要 介 護 1 要 介 護 2 要 介 護 3 竜要 介 護 4　 要 介 護 5

（4ヱ5） （1，ユタ4） （タ94）　 妻 （849） （950）　 （l，142）

E

12

苛
文

要 支 援

（755）
澗　 43．2％ 10．1％ 3．7％ ユ．1％

6．9％

1．3％

ヱ．＄％

5．4％

100％

100％

100％

要 介 護 1

（1，55，）
7．4％　　　 一皿 ． ヱ3．1％ 10．5％

要 介 護 ヱ

（1，0ユ7）
0．7％ 15．3％ 憧駆隻眼 ．　　 ユ3．6％ 13．4％

介
護

度

要 介 護 3

（＄47）
0．4％ 3．5％ 13．1％　何 14．0％ 100％●　霊■　 l ●　　　　○

要 介 護 4

（786）
0．1％

萱 1．1％ nu
星 ユ・2％ 10．9％ 3タ．6％ 100％

100％

肝 情 ■招，

要 介 護 5

（680）
0．0％ 　 0．1％

l

要・ 0・3％ 璽
1．5％ 9．3％ ；Ⅰ：書：1招．

縦 計
7・5％　 … 22・9％

17．6％
15・0％ 星 16・8％ 董 ヱ0・2％

100％
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介護予防の在り方に関する調査研究事例②

介護予防事業のための調査票の開発と効果判定に関する研究

（産業医科大学教授　松田晋哉）

0　福岡県内の自治体を対象とした調査結果によれば、要介護認定で非該当（自立）

となった者の原因疾患は骨関節系疾患が最も多く、また、膏関節系疾患がある者

は、こうした疾患を持たない高齢者と比較して、移動能力、排泄、精神機能の低

下が早いことがわかった。

○　要介護認定で非該当と判定された高齢者199名に、生活機能向上の訓練等を

実施した一自治体の調査結果によれば、自立度低下の進行と介護保険対象者への

移行を抑制する効果がみられた。

虚弱老人の自立度の経時的分析結果

移動の自立度の変化　　　　排泄の自立度の変化

累
積
健
常
率

工＝り

1．0

．9

．8

．T

．6

．5

．4

精神の自立度の変化

5　1．0　1．5　2．8　2．5　ユ，0　3．5　．5　l．0　1．5　2．0　2・5　3・。　3・5　．5

Tl舵（年）　　　　　　　　　　　　TI帽（年）
1．0　1．5　　2．0　　2．5　　3．。　3．6

T】ME（年）

虚弱高齢者の自立度を3年間追跡調査した。

骨関節疾患があって歩行障害がある人は、無い人に比べて移動、

移動、排泄、精神の自立度が低下しやすい。いずれも統計学的にも

有意の低下を認めた（Logrank検定：p＜0．01）
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要介護状態の原因となる疾病①

0　65歳以上の「死亡原因となった疾病」と、「要介護の原因となった疾病」を比

較すると、前者では「悪性新生物」、「心疾患」などが上位を占めるのに対し、後

者では、「脳血管疾患」、「高齢による衰弱」、「転倒・骨折」などが多く・、介護予

防には疾病予防とは別の観点が必要。

その他　 ．．痙函姦智諸迦 ・憬

25．6％

消化器系の疾患

6 5歳 以 上 の 死 亡 原 因

（平成13年人口動態統計より）

　悪性新生物

3．7％

肺炎
ー．▼′Ⅵ．　 顎鷲． p 心疾患 （高血圧 性を蒜く；

10．5％

脳血管疾患

▲’簡 － †　　　　　 16■4％

14．9％

その他　　　　　　 65歳 以 上 の 要 介 護 の 原 因

16．5％　　　　 詔鮎感轟　 （平成13年国民生活基礎調査より）

　　　 1稟崇諾 ンソン病　 一度 ミニ1∫・・‥rさ・ 博 一 一　　 脳慧 雲

慧　　　 一 山一　　 高齢に票 慧

唾某　　　　　　 転倒 ・骨折

11．2％ 12．4％
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要介護状態の原因となる疾病②

○　要介護状態の原因となる疾病を介護度別にみると、在宅の軽度の要介護者には

骨関節系疾患が多いのに対し、比較的重度の介護者には脳梗塞や痴呆が多く見ら

れる。

○　要介護状態の原因となる疾病は、年齢や性別によっても違いがあり、介護予防

には個々の特性を踏まえたプログラムが必要。

主治医意見書に記載された要介護状態の原因と考えられる疾患

在 宅 要支 援 要介 護度1 要 介 萱度2 要 介 護度 3 要 介 護 度4 ～＿蓋 企　nt▼T萱度 5

．‾・－比嘉i‾い・

1位 高血圧性疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患 1
ヰ」尤
，・一蹴
＝‘▲一哉‘
欝藁葺蛮 ，：海臓S＿．F肇・透瑳番茸

2位 関節症 関 節 症
一こr三；‾・‾ヽ’一I■・1

高血圧性疾患
血管性及び詳

細不明の痴呆

血管性及び詳

細不明の痴呆

3位
骨の密度及び

精進の障書
甘ヽ露
血管性及び詳

細不明の痴呆

血管性及び詳

細不明の痴呆
高血圧性疾患 高血圧性疾患

攣輩露準麹撃墜

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l ロ

性別による要介護の原因の違い

（平成13年国民生活基礎調童より）
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社会保障審議会　第4回介護保険部会議事録（抜粋）

1　日時及び場所

平成15年9月12日（金）15暗から17時

東条インペリアルパレス

2　出席委員

貝塚、上田、市川、漆原、大村、小川、木村、見坊、潮谷、下村、田近、永島、中村、

秦、花井、矢野、山崎、の各委員

喜多、京極、西島、山本、の各委員は欠席

3　議題

（1）介護保険制度の運営状況等の検証（その3）

保険給付・要介護認定の状況等について

（2）その他

（見坊委員）

ケアマネージャーについてしっかり検討し対策が進められない限り、介護保険制度の内容は

楽観できるものではないと思っている。ケアマネージャーの現在の実態は非常に複雑であり、

今後方向づけをするのは難しいものがあるだろう。非常に質のよい事業所に所属するケアマネ

ージャーとそうでない者とがはっきりしている。

制度発足時は・、繰り返し説明会や学習会が行われたが、3年たってみるとチラシーつも配布

されないという状況になってきた。最近、アンケート調査をやって問題意識を探っているが、

保険料に関する関心は非常に高くなっている○

要支援と要介護1は、ちょっと勧められて認定を受けると要支援になるのは難しくないし葦

夏援、要介護1になると、お迎えの車が来て、おやつ付き、昼食付き、入浴サービス付きL歩

ランテ　アの方が大赤親切にしてくれる。これではリハビリテーションになっているのかどう

か分からない。＿月6万円躯こ
趣こ使われており、これが制
度に対する信頼感を　わせる大きな要因になっている。これを放置してはならない。

京都府では、十数件の不正請求事件によって8億円の財源が不当に使われた。指定事業所の

規制について何か対策が必要。請求がおかしいと思ったときに調査権限が県にはっきり法律上

ない。わざわざ裁判を起こさないと返還請求ができないという実態だ。指定を取り消されても

他の県で指定の申請する作戦を立てているそうだ。指定取消の実態については、先般の課長会

議において、かなりのデータが発表されている。どの県でどういう事業者が取り消されたか。

当然これらの対策については、新しい制度見直しの段階でやる必要がある。このためのプロジ

ェクトチームが必要ではないかと思っている。できれば資料の提供を次回お願いしたい。
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【在宅ケア】

【介護を受けたい場所】

高齢者や家族の意識

○　世論調査では、可能な限り自宅で介護を受けたいとする者が4割

強で最も多く、その理由については、8割以上が「住み慣れた自宅
で生活を続けたいから」としている。
0可能な限り自宅で介護を受けたい

○特別養護老人ホームや老人保健施設などの

介護保険施設に入所したい

○介護付きの有料老人ホームや痴呆性高齢者グループホーム

44．7％

33．3％

などに住み替えて介護を受けたい　　9．0％

【自宅で介護を受けたい理由】

住み慣れた自宅で生活を続けたいから

施設で他人の世話になるのはいやだから

他人との共同生活はしたくないから

施設にはいるだけの金銭的余裕がないから

施設では自由な生活ができないから

在宅で十分な介護が受けられるから

具体的に施設を知らず、不安だから

福祉施設を利用することに抵抗を感じるから

【家族に介護を受けさせたい場所】

N＝1593複数回答

0％　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　100％

○　自分の家族が介護が必要となった場合にどこで介護を受けさせ
たいかという問いに対しては、6割弱が「可能な限り自宅（実家又
は自分の家）で介護を受けさせたい」としている。
○可能な限り自宅で介護を受けさせたい　　　　　　　　　　　　57．7％

○特別養護老人ホームや老人保健施設などの
介護保険施設に入所させたい　　　　23．9％

0介護付きの有料老人ホームや痴呆性高齢者グループホーム

などに住み替えて介護を受けさせたい　　　5．0％
○家族はいない 2．1％

高齢者介護に関する世論調査（内閣府：平成15年9月）
全国20歳以上の者を対象（有効回答3，567人）
調査期間：平成15年7月24日～8月3日
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在宅と施設の利用状況

○　要介護度が重度であるほど、介護サービス利用者のうち施設利用
者の割合が増え、要介護4・5では50％を超える。

（醐l肋l闊状珊

肺
弧
肌
Ⅷ

1

肌
瓢
職

要支援 要僧1蟄憎臣要鋼臣要飛掛要価　合計

（出典：硝瀞酢憤棄鵠礎調轍平成1軸月分審査榔）
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在宅生活への復帰又は継続を可能にする条件

0在宅の要介護者が入院又は入所に至るきっかけとしては、本人の急病・けが、

心身機能の低下といった事情が多い。

0在宅介護を継続できる条件として、家族t介護者の協力、サービスの増加■

充実といった課題が指摘されている。また、サービス提供のあり方としては、

24時間対応、医療との連携が確保されていること等が課題として指摘され

ている。

「在宅高齢者の介護サービス利用状況の変化に関する調査研究」（医療経済

研究機構・平成12年度～14年度）

○　入院・入所に至った者の在宅復帰を可能とするために必要な条件として、

担当ケアマネジャーは、家族t介護者の協力やサービスの増加・充実、サー

ビス提供のあり方としては24時間対応1医療的ケア等を挙げている。

調査対象者

332人

（100％）

入院・入所　41人

（12％）

入院・入所のきっかけ

本人の急病・けが　　25

心身機能の低下　　13

介護者の病気　　　　7

その他　　　　　　　　9

（注）きっかけは複数の場合
もあり、合計は41を超える。

在宅復帰10人
（3％）

（死亡　9人）

在宅復帰を可能とするために必要な条件

本人の症状

在宅支援体制

本人の意欲

家族の協力

サービスの増加・充実

24時間対応
医療的ケア

緊急時の体制の確保

食生活の管理

福祉用具の活用

－18－



【施設と在宅のバランス】

施設入所希望者の状況

○　介護老人福祉施設への入所希望者のうち、早期に施設入所が望ま
しいとされるもの（入所緊急型）が約21％であり、一方、家族・
施設スタッフともに在宅生活が可能としているもの（入所予約型）
は全体の約33％である。
また、家族が入所申込みを最終的に決定したケースが大半である。

資料：「介護円滑導入のための在宅サービス普及阻害要因に関する研究」
（平成14年3月　健康保険組合連合会）

（協力施設：26施設　有効回答数：401名）

1．入所申込者の4類型

入所予約型
まだ在宅介護が可能で、
予約的に施設入所申込
をしているグループ

家族　　＝在宅可能

スタッフ＝在宅可能

2．入所申込の最終決定者

全　　体

入所黒点型

入所必賽型

家族希望型

入所予約型

入所緊急型
在宅よりも、早期に施設入
所が望ましいグループ
家族＝早期入所希望

スタッフ＝入所勧奨

入所必要型
施設スタッフは入所を勧
めるが、家族はまだ在宅介
護の余地があると考える
グループ

家族　　＝在宅可能

スタッフ＝入所勧奨

家族希望型
家族は早期入所を希望
し、施設スタッフはまだ
在宅介護が可能である
と判断するグループ
家族＝早期入所希望

スタッフ＝在宅可能



施設と在宅のバランス

鋤用者数と保険給付額の比較

利用者数 保険給付額

（出典：介護保険事業状況報告　2003年8月サービス分）

01人当たりの給付と負担の比較

在宅でサービスを受ける場合

計　約23．7万円

自己負担

約9．9万円

食費　　　　約3．1万円

住居費　　　約5．2万円
（光熱、水道代を含む）

一部負担　1．5万円

特別養護老人ホームに入所する
場合
計　約33．3万円

一部負担　5．0万円
（うち食費　2．3万円）

（注1）単身の要介護4の高齢者について比較したもの。

（注2）「保険給付」及びト部負担」は、2003年4月～8月サービス分の介護保険からの給付実績の平均値。
（注3）在宅が食費」及び「住居費」は、「平成14年家計調査年報」の単身の高齢者（65歳以上）のデータ。「住居費」
のうち地代・家賃は持家世帯を除いて推計した。

（注4）要介護4の在宅サービスの支給限度額は、306．000円（保険給付分275．400円、一部負担30．600円）である。
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施設居住環境の現状

○　特別養護老人ホームの個室は、昭和60年代から増加。

○　平成14年10月現在においても、介護保険施設の入所者の

約6割～7割が4人室を利用。

施設の種類別にみた室定員別定員数割合

出平成12年
岩
是
讐平成13年

碑
惟
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t　　　　　　　　【　　　　　　　l　　　　　　　l　　　　　　　l　　　　　　　　t　　　　　　　　J　　　　　　　l　　　　　　　l　　　　　　　l

恒亘……　什8％Iけ：甜…膨 常杉‾17・7警、．
‡ l　 ‡　 l　　r 】　 l　 ！
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恒亘‾亘享人妻図4人室田5人以上室

（注1）各年10月1日現在。（介護サービス施設・事業所調査）

（注2）各施設における各室の定員数は、それぞれの室の定員数に室

数を乗じた数。また、「5人以上室」の定員数は、全体の定員

数からその他の室の定員数の合計を減じた数。
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